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神戸市立中学校・義務教育学校 拠点校部活動要項 

                                                                                  

                                                          神 戸 市 教 育 委 員 会              

                             神戸市中学校体育連盟              

 

   神戸市の中学校・義務教育学校における部活動の入部率は、毎年平均して 90％前後であるが、

少子化に伴う生徒数の減少により、今後も部活動の小規模化が進むことが予想される。 

拠点校部活動は、学童期から親しんできた運動を中学校・義務教育学校でも継続して行いた

いという生徒の希望に添えるよう、個人種目において拠点校部活動を平成 14 年度から実施して

いる。 

また、集団種目については、平成 15年度から複数校合同部活動制度を導入している。 

令和５年度の参加生徒の募集を行うにあたり、これまでの活動状況を踏まえ、種目別に参加要

件をまとめている。 

 

１．【 目 的 】 

   スポーツにおける生徒の多様なニーズに応えるため、学校間・保護者・地域の理解と協力を得な 

がら「拠点校」方式の部活動等を実施し、学校部活動の活性化を図る。 

 

２．【 種 目 】10種目 

   卓球・柔道・剣道・体操・相撲・バドミントン・陸上・水泳・バスケットボール・テニス 

 

３．【 実施申請 】 

   参加生徒の在籍校の校長は、その生徒が事業目的及び参加できる生徒に該当していることを確

認して拠点校の校長に申請する。拠点校の校長は承諾後、参加生徒の在籍校の校長に決定通知書

（様式４）を送付する。 

 

４．【 実施決定 】 

   在籍校の校長が決定通知書（様式４）を拠点校参加希望生徒へ交付することをもって、実施を認

めるものとする。 

 

５．【 拠点校部活動に参加できる生徒 】 

① 小学校時に１年以上継続して経験してきた種目の運動部活動が、在籍校になく、拠点校部活動要

項を厳守し、継続して活動する意思のある生徒。 

※ 令和５年度は、「陸上競技」「相撲」「テニス」の３種目においては、小学校時の経験を問わない。 

② 在籍校・拠点校両校の承認が得られ、生徒・保護者の希望により参加誓約書（様式３）を提出した

生徒。 

③ 原則として各年度の新 1年生と前年度参加生徒とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料２】
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【種目別参加要件】                               （新規） 

 種目名 
参  加  要  件 

(小学校時に１年以上継続して経験してきた具体的要件) 

平日の参加の可否

(可の場合の条件) 

1 卓 球 
・卓球経験がおおむね１年以上ある生徒。(在籍校に卓球部がな 
く、中学校でも卓球競技を続ける意思のある者) 

可 

活動時間及び完全下

校時間を守り参加で

き、保護者の承認を得

た生徒 

2 柔 道 
・少年柔道チーム等（指導者が有資格者）に１年以上所属し、活 
動してきた生徒 

(所属チーム等からの推薦や在籍証明等があればなおいい) 

可 

拠点校の活動日及び

活動時間通り。 

3 剣 道 ・道場や剣道教室に１年以上所属し、活動してきた生徒 
可 

拠点校の活動日及び

活動時間通り。 

4 体 操 競 技 ・クラブチームや体操教室に１年以上所属し、活動してきた生徒 

可 

16:00 までに拠点校

に来ることができる生

徒（完全下校 17:00

のため） 

5 相 撲 ・相撲に興味がある生徒。（経験は問わない。初心者可） 不可 

6 ﾊ ﾞ ﾄ ﾞ ﾐ ﾝ ﾄ ﾝ 

・小学校時に週２回程度の継続した活動を、１年以上行ってきた 
生徒 
・また、地域スポーツクラブに選手登録しておらず、３年間継続  
する意思のある生徒 

不可 

7 陸 上 競 技 
・意欲的な生徒（経験は問わない。初心者可） 
・２,３年時からの入部は、状況に応じて可とする。 
・原則、同一校の生徒は、同じ拠点校で活動する。 

可 

拠点校の活動日及び

活動時間通り。 

8 水 泳 競 技 

・小学校時に１年以上継続して経験しており、ある程度の泳力が
ある生徒。（最低でも、50m以上泳げること） 
※長水路で大会が実施されるため。 
・大会参加のみの登録は不可（活動もして、大会参加もするの
であれば、拠点校への登録は可能） 

可 

通える範囲であれば。 

平日は無理して参加

する必要なし。 

9 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 
・小学校時に１年以上継続して経験してきた生徒。 
・休日も平日も拠点校のルールに従って活動する意思がある生 
徒 

可 

拠点校の活動日及び

活動時間通り。 

10 ﾃ ﾆ ｽ 
・大会参加のみの登録は不可（活動もして、大会参加の意思が
あれば、拠点校への登録は可能）。 
・意欲的な生徒（経験は問わない。初心者可） 

不可 
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６．【 参加生徒の活動について 】 

① 参加生徒は、拠点校部活動要項と各拠点校の部活動活動方針に従って活動する。 

 

② 神戸市が定める部活動ガイドラインを厳守し、休養日の設定や活動時間、各拠点校の完全下校 

時刻を厳守すること。 

 

③ 各拠点校の定期考査前や行事等における部活動休止期間は、厳守すること。（参加生徒の在籍 

校と日程が違っていても厳守する。） 

 

④ 活動への参加は、両校で充分な安全指導を行い、保護者と参加生徒の責任で参加する。 

 

⑤ 活動日は、原則、土・日・祝日(以下、休日という)及び長期休業中とする。 

 

⑥ 交通費・活動に必要な道具等は、各自の負担とする。 

 

⑦ 欠席連絡は、参加生徒の保護者が拠点校部活動顧問へ連絡する。 

 

⑧ 在籍校は、参加生徒の身体の既往症等、配慮すべき事項がある場合は、情報を拠点校に伝える 

こと。拠点校の管理職・顧問教員・養護教諭は、情報を把握しておくこと。 

 

⑨ 参加生徒は、平日(長期休業中を除く)に自校の部活動に入部する場合、在籍校の部活動顧問 

等と相談のうえ、各校の実情に合わせる。 

 

⑩ 参加が決定したにもかかわらず、拠点校での活動に参加していない状況が続いた場合、登録を 

抹消することがある。 

 

７．【 試合参加 】 

  

《個人種目》 

① 公式試合への参加は、一部の個人種目を除き、原則個人戦のみとする（体操・相撲・バドミント

ン・テニスを除く）。 

 

② 登録及び公式試合への申し込みは、在籍校で行い、抽選は本部一任とする。 

 

③ 公式戦を含む校外の活動における引率については、原則保護者が責任をもって行う。特段の 

事情等がある場合は、在籍校教員か拠点校顧問教員（部活動指導員を含む）が行う。県大会以上 

については大会規定に従う。 

 

④ 試合会場での監督は、拠点校顧問教員（部活動指導員を含む）又は在籍校教員とする。県大 

会以上については大会規定に従う。 

 

《団体バスケットボール種目》 

① 公式戦（中体連および協会主催）への参加は、同一拠点校の人数が５名を超え、単独でチーム編 

成できる場合に限る。ただし、５人に満たないときは拠点校間で協議し、合同チームとして柔軟に対 

応していく。 

 

② 試合出場に際して他のクラブチームと所属が重複する場合は、拠点校チームを優先とする。 
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③ 登録及び公式戦の申し込みは、生徒・保護者の意思を確認した上で、在籍校の校長の承認を得 

て、拠点校顧問教員が行う。抽選は、本部一任とする。 

 

④ 公式戦を含む校外の活動における引率については、保護者が責任をもって行う。 

 

⑤ 試合における監督・審判は、拠点校顧問教員又は拠点校外部指導員が行う。 

 

８．【 事故への対応 】 

① 活動中における事故・トラブルについては拠点校で対応し、在籍校にも連絡して指導・対応する。 

 

② 移動中における事故・トラブルについては保護者の責任とするが、拠点校・在籍校が協力して指 

導・対応する。 

 

③ 活動・移動中の事故（交通事故を除く）については、独立行政法人日本スポーツ振興センターの 

適用を受ける。手続きは在籍校で行う。 

 

９．【 その他 】 

① 拠点校は 1年任期とするが、再任は妨げない。 

 

② 拠点校参加生徒及びその保護者が拠点校部活動要項と各拠点校の活動方針に違反し、改善さ 

れない時は拠点校の校長が活動を中止させることができる。 

 

③ 参加生徒の在籍校は、連絡責任者（教頭・部活動係等）を決めておくこと。 

 

④ 拠点校は、拠点校部員受け入れの部を対象に神戸市教育委員会から予算の範囲内で整備費が 

支給される。 

 

 

【附則】 この要項の変更は、神戸市中体連理事会により行う。 

附則 

     この要項は、平成 19年４月１日から実施する。 

附則 

     この要項は、平成20年２月２９から実施する。 

附則 

この要項は、平成20年４月１日から実施する。 

附則 

      この要項は、平成29年４月１日から実施する。 

附則 

     この要項は、平成 30年４月１日から実施する。 

附則 

     この要項は、令和５年４月１日から実施する。 

 



神戸市中学校体育連盟としては、以下の「兵庫県中学校体育連盟 複数合同チームによる大会参加規程」に準ず
るものとする。 
 

１ 趣 旨                               兵庫県中学校体育連盟 

参加を承認する精神はあくまでも少人数の運動部による単独でチーム編成ができないことの救済措置であ
り、勝利至上主義のためのチーム編成であってはならない。 

２ 条 件 

複数校合同チームで兵庫県中学校総合体育大会並びに兵庫県中学校新人種目別大会に参加する場合は、下
記の条件を満たすことが必要である。 

(1)合同チームとして、それぞれの学校教育計画に基づいて活動している。 

また、合同練習が計画的かつ継続的に実施されている。 

(2)合同チームの各校は、兵庫県中体連に加盟している。 

(3)合同チームとしての大会参加が、当該地区中体連に承認されている。 

(4)個人種目のない以下の競技種目（６種目）に限る。 
バスケットボール(5)、サッカー(11)、バレーボール（６）、ハンドボール（７）、軟式野球（９）、 

ソフトボール（９） 

(5)合同チームは、同一市郡町内で（ ）内の人数未満の学校同士で編成することを基本とする。ただし、
（ ）内の人数未満の学校が2校ない場合は、（ ）内の人数以上の学校との編成を認める。同一市郡町内で
チームを編成できないなど、特別な事情がある場合は、県専門部を通じて、理事会の承認を得ること。 

(6)合同チーム名は、校名連記とする。 

(7)参加申し込み手続きは該当校の校長が承認の上、代表校長が行う。 

(8)合同チームの引率・監督は出場校の校長・教員・部活動指導員とする。ただし、監督は１名とする。 

３ 実施にあたっての留意点 

（１）平素から部員確保の努力を十分に行っているにもかかわらず、部員がチーム編成人数に満たない場合
に限り、複数校合同チームが編成できる。 

（２）地区及び市郡町中体連は、本規定の趣旨を踏まえ、編成状況を十分に把握しておくこと。 

（３）実施していく過程で生じる諸問題については、地区（市郡町）の実態に応じて、本規定の趣旨を踏ま
えて対処するとともに、県中体連としても検討する。 

（４）地区及び市郡町中体連において細則を定める必要がある場合は、本規定を基に地区及び市郡町中体連
において定める。 

（５）合同チームとして中学校総合体育大会に参加予定の各校は、遅くとも6月1日までに、中学校新人種目
別大会に参加予定の各校は遅くとも9月1日までに該当市郡町中学校体育連盟に申し出ること。（県事務局に
も連絡をすること） 

（６）特例として、公益財団法人日本中学校体育連盟「全国中学校体育大会開催基準」における≪参加資格
の特例≫に準じることを条件に、学校教育法134条の各種学校(1条校以外)との合同チームの編成を認める。 

附 則  この規定は、平成１５年４月１日から施行する。 

この規定は、平成２４年４月１日から施行する。 

この規定は、平成２６年５月７日から施行する。 

この規定は、平成２７年４月１日から施行する。 

この規定は、平成２８年４月１日から施行する。 

この規定は、平成３０年５月１日から施行する。 

【 資料３ 】







 

教 委 指 第 6 8 7 号 

 令 和 ３ 年 ８ 月 ３ 日 

校 園 長 様 

教 科 指 導 課 長 

 

体育に関する施設用具の安全点検について 

 

 各学校園におきましては、夏休みを迎え、２学期の教育活動充実に向け準備を進めていることと思い

ます。 

つきましては、２学期に向け下記の体育施設、設備、用具等について夏季休業中等を利用して点検し

ていただき、児童生徒等の安全に心がけていただきますようお願いいたします。 

 

記 

１．運動場 

 （１）バスケットゴール 

    ・移動式ゴールの運搬時は、教師の指示・指導の下に行う（ローラーと車輪に注意） 

      設置場所では、木材や石でローラーを固定する 

      台風等、強風時はロープで結ぶか倒す 

・バックボード・リング等に腐食がないか点検する。 

 

 

 

 

 

 （２）サッカーゴール・ハンドボールゴール 

    ・運搬時は教師の指示・指導の下に行う 

      設置は、水平な地面に安定した状態に保つ（杭打ち、ロープで結ぶ等） 

・使用後はグラウンドの安全な場所へ運び、水平な地面に安定した状態に保つ 

     （転倒防止のため、杭打ち、ロープで結ぶ等） 

    ・サッカーゴール・ハンドボールゴールの危険性を指導する（児童・生徒に常時注意する） 

 

 （３）移動式防球ネット 

        ・強風時等の自然移動・転倒防止策を講じる（ロープで連結固定する、倒して使用しない等） 

    ・鉄の腐食は修理又は使用禁止とする（廃棄） 

    ・使用前後の運搬に注意する（騒音、転倒防止） 

 

 （４）鉄棒＜砂場他＞ 

    ・鉄柱根元の腐食の有無を確認する（ペンキ塗りかえ溶接、取り替え） 

    ・鉄棒止めの固定を確認する（定期的に安全点検をし、ビスの取り替え） 

本通知は、体育施設における安全点検について、周知徹底するための通知です。 

【点検方法】 

①目視により、木材の腐食、割れ等がないか確認する。 

②金属部の腐食やボルト等の留付けにゆるみがないか確認する。 

③ゆすったりして取り付けがしっかりしているか確認する。 

【 資料５ 】



 （５）朝礼台 

        ・不使用時、安全な場所へ移動し設置する（活動の場より離す） 

    ・目立つように色別する（ペンキ） 

 

 （６）遊具類（幼、小学校、義務教育学校・特支学校） 

    ・毎日点検し安全を確認する 

    ・使用上の諸注意を繰り返し行う 

    ・教員の巡視・見守り指導を徹底する 

  

（７）グラウンド整備  

    ・雨天後の使用可能の指示を行う 

    ・石、ガラスの破片、釘等の危険物を除く（運動会、体育大会全体練習等を利用） 

    ・バレーボール、テニス用ポール穴、ポイント等の安全点検を行う（つまずき転倒防止対策） 

    ・側溝の鉄板等の腐食点検と取り替えを行う 

    ・ラインテープ等の点検整備を行う（釘、つまずき転倒防止） 

 

 （８）テント設営 

    ・運動会（体育大会）、式典時に使用する時、杭打ちかロープで確実に固定する 

 

 （９）体育倉庫 

    ・入口や窓を確実に施錠する 

    ・倉庫内の整理・整頓を行う 

（重い器具は下段、竹棒や丸棒等、砲丸、マット、跳び箱、ハードルの位置確認） 

・石灰、ラインカーを適切に保管し、管理を徹底する（施錠） 

 

 （10）その他体育用具、器具点検 

    ・テニスコート用ローラーの使用は、教師の指示・指導の下に行い、使用後は確実に固定する

（木材、石） 

    ・ハードルの止め金等の修理を行う 

    ・跳び箱の緩み（ネジ止め）と布地、底部の破損修理を行う 

    ・マットの破損修理を行う 

    ・バレーボール、テニス用ポールの点検・修理、および格納の仕方の確認を行う 

    ・バレーボール、テニス用のネットのワイヤーロープ先端の不備の点検・修理を行う 

    ・ウェイトトレーニング用具は、使用上の注意を確認し、設置場所を明確にする 

  

２．体育館（講堂）、倉庫の使用 

    ・入口や窓を確実に施錠する 

・バスケットリングの点検を行う（ワイヤーロープと滑車、バックボードの固定） 

    ・各種ボール類の管理・点検を行う 

・バレーボール支柱、ネットの点検・修理、および格納の仕方の確認を行う（使用前後の注意） 



・卓球台の取り扱いに関する注意を確認する（移動・設置・片付け時は、教師の指示・指導の下に行う） 

    ・ギャラリーには何も置かない（ギャラリーの鉄柵の点検、使用については要注意） 

    ・戸締まり、窓の開閉時の注意を確認する 

    ・暗幕、防球ネットの点検を行う  

    ・消火器の定位置確認・使用期間の確認を行う 

    ・清掃用具の整理整頓・修理等を行う（モップ、ホウキ等） 

    ・温湿計が適切に設置されているか確認する 

    ・床板に傷や割れ、ささくれ、そり、浮き、目違い、床鳴り等がないか点検を行う 

 

３．プール管理 

    ・入口を確実に施錠する 

    ・機械室を確実に施錠する 

        ・排水口、溝蓋の固定を確認する 

    ・プールサイドの用具・清掃用具の整理整頓・修理等を行う 

    ・薬品の保管場所の確認と管理を徹底する 

    ・シーズン中は、使用前に危険物投入の有無などを点検する 

    ・シーズンオフは、モーター室のスイッチを切る（使用上の注意事項は各校で確認する） 

 

４．武道場 

    ・入口や窓を確実に施錠する 

    ・消火器の定位置確認・使用期間の確認を行う 

    ・倉庫内の整備を行う（剣道防具、竹刀の管理、柔道着の保管と整備） 

    ・電源盤（スイッチ等の確認）の確認を行う 

    ・清掃用具の整理整頓・修理等を行う 

    ・温湿計が適切に設置されているか確認する 

    ・床板に傷や割れ、ささくれ、そり、浮き、目違い、床鳴り等がないか点検を行う 

 

５．その他                        

・校地、校舎の危険箇所には「立入禁止」の表示を設置する 

    ・要修理箇所は「使用禁止」の表示をし、速やかに修理する 

        ※なお、使用にあたって注意が必要なものについては、教員の監督の下使用する（砲丸・円盤） 

 

【注意】 

以上の諸点検は過去に学校管理下で事故が発生した項目であり、各校園におかれましては、体育担当教員

をはじめ、全教職員の協力を得て点検修理に努力され、事故防止に最善を尽くされますようお願いします。 
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